
令和５年８月２１日

令和４年度実施状況

①採用に関する目標  

・障害者任免状況（令和４年６月１日現在）について、実雇用率は2.84％で
あり、法定雇用率を上回っている。

②定着に関する目標  

・「障害者任免状況通報書」（令和５年６月１日現在）作成に当たり、令和
４年度採用者中、不本意な離職者はいなかった。

③満足度、ワーク・エンゲージメントに関する目標 

・「職場等の満足度に関するアンケート調査」（令和４年６月実施、障害者
である職員対象で任意回答）中、「現在働いていることについての全体評
価」において、回答した者の８割から「満足」「やや満足」の回答を得た。
・ワーク・エンゲージメントについては、「仕事にやりがいを感じている
か」の項目につき、回答した者の５割から「いつも感じる」「よく感じる」
の回答を得た。
目標に満たなかった項目について、改善に取り組み,満足度等の向上に努め
る。

④キャリア形成に関する目標  

・「職務についてのアンケート」（令和５年６月実施、障害者である職員対
象で任意回答）中、「昨年度（令和４年度）、あなたの仕事の範囲は、前年
度に比べて、広がりましたか。」において、「はい」の回答の割合が４割強
であった。（※「いいえ」１割強、「わからない」４割強）
・障害者である職員が所属する課室数について、令和４年度は前年度と同数
を確保した。

【満足度の全体評価】前年度を上回るよう努める。
【ワーク・エンゲージメント】前年度を上回るよう努める。
　※初年度は、実態に関するデータを収集する。
（評価方法）毎年６月時点で在籍している障害者に対するアンケート
調査の実施により、把握・進捗管理を行う。
・「仕事にやりがいを感じているか」の項目につき、
「いつも感じる」、「よく感じる」の回答割合が前年を上回ることを目標と
する。

「衆議院事務局障害者活躍推進計画」の令和４年度の実施状況の点検について

衆議院事務局障害者活躍推進計画（令和３年８月２３日改定）

目標

【実雇用率】（各年６月１日時点）
（各年度）当該年６月１日時点の法定雇用率（2.6％）以上
（評価方法）毎年の任免状況通報により把握・進捗管理。

職場環境（就労環境、労働条件、人間関係、職務内容など）を理由とする不
本意な離職者を極力生じさせない。 離職者が生じた場合は、離職理由の把
握・分析を行う。
（評価方法）毎年の任免状況通報のタイミングで、前年度採用者の定着状況
を把握・進捗管理。

【障害者が担当する職務の拡大】 障害者の特性に応じた能力発揮、希望な
どに留意しつつ、前年度を上回る職域を確保するよう努める。
（評価方法）毎年度、人事記録等を元に把握・進捗管理を行う。
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(1)組織面 

・選任済み

・令和２年７月、「衆議院事務局障害者活躍推進計画」（以下「推進計画」
という。）に基づき、推進計画の「推進体制」及び「各種相談先」を定め、
ＰＴ会議、イントラにおいて広く周知した。これに先立ち、推進計画につき
一義的に対応に当たる係として人事課企画室に調整係を新設し、障害者職業
生活相談員を配置した。
・令和４年度は前年度に引き続き、推進計画の前年度の実施状況の把握・点
検等を行う際、実施状況の一元的な把握・点検、必要な対策の検討・調整等
に資するよう、人事課企画室調整係から各種調査・アンケートを実施した。
・実施委員会と計画項目の所管部課室との連携強化に資するよう、「衆議院
事務局障害者活躍推進計画に基づく対応状況について」を四半期毎に作成
し、両者の情報共有を図った。

・令和４年度は前年度に引き続き、推進計画の前年度の実施状況の把握・点
検を行い、令和４年８月２２日に公表した。

(2)人材面 

・令和４年６月及び１１月、障害者職業生活相談員に選任する可能性がある
者４名について、「障害者職業生活相談員資格認定講習」を受講させた。
うち１名が令和５年３月「障害者職業生活相談員資格認定講習〔応用編〕」
を受講した。

・令和４年８月及び９月に実施した階層別研修の初任フォローアップ研修及
び管理職者研修において「障害者差別解消研修」を実施した。
・内閣人事局主催の「障害者雇用キーパーソン養成講習」（オンライン）に
ついて、令和４年４月に事務局内へ案内し、計１１名が参加した。
・令和４年７月、厚生労働省主催の「知的障害者雇用促進セミナー」に２名
が参加した。
・令和４年１０月、ハローワーク飯田橋主催の「障害者雇用セミナー～障害
者サポーター研修～」に１名が参加した。
・東京労働局主催の「精神・発達障害しごとサポーター養成講座」につい
て、令和４年度中に事務局内へ２回案内し、計１０名が参加した。

・「精神・発達障害しごとサポーター養成講座」のe-ラーニング版のリンク
を、令和２年４月より事務局のイントラネットに掲載し、周知している。

１．障害者の活躍を推進する体制整備 

○障害者雇用推進者として庶務部長を選任する（令和元年９月９日に選任
済）。
○障害者職業生活相談員を選任する（令和元年１０月１日に選任済）。

○推進計画を衆議院事務局全体で取り組むため人事課長、会計課長等を構成
員とする「衆議院事務局障害者活躍推進計画策定・実施委員会」（以下「実
施委員会」という。）を設置する（令和２年２月１０日に設置済）。

〇実施状況を一元的に把握・点検できる体制・仕組みを構築し、必要な対策
の検討・調整を行う。障害者である職員に対し、こうした体制・仕組みへの
参画を求めるとともに、障害者である職員及び障害者である職員をサポート
する上司・同僚が相談しやすい体制となるよう、各種相談先を整理し、広く
周知する。

○実施委員会は、必要に応じて推進計画の見直し等を行う。
○８月を目途に前年度の実施状況の公表を行う。

○障害者職業生活相談員に選任された者（選任予定の者を含む。）につい
て、障害者職業生活相談員資格認定講習を受講させる。

○障害を理由とする差別の解消、障害への理解促進及び障害者の活躍推進を
図るため、職員に対し研修を実施する。
○厚生労働省、東京労働局等が開催する障害者の雇用や支援に関する講習
会・セミナー等の受講案内を行い、参加を募る。

○「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」のe-ラーニング版のリン
クをイントラネットに掲載し、周知する。
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・障害者である職員の所属課室や、障害者職業生活相談員において、定期的
あるいは適宜の面談、相談受付等を行い、必要に応じ、実施したアンケート
等を活用して職務の選定や創出について検討し、対処するよう努めた。
・新規採用又は部署異動など状況変化の機会に着目したマッチングについて
も、障害者である職員の所属課室や、障害者職業生活相談員において、定期
的あるいは適宜の面談、相談受付等を行い、必要に応じ、職務の選定や創出
について検討し、対処するよう努めた。

(1)職務環境  

・障害者である職員を受け入れる職場において、その障害について理解し、
必要に応じて職務について指導し、協力し、サポートすることが概ねでき
た。

・基礎的環境整備として、大型車椅子での利用に対応すべくエレベーター
（分館３号機）の改修工事を行った。

・就労支援機器については、令和４年度において具体的な要望はなかった。
今後も必要に応じ検討をする所存である。

・障害者である職員からの要望を踏まえ、作業マニュアルのカスタマイズ化
やチェックリストの作成、作業手順の簡素化や見直しに努めた。

・障害者である職員をサポートする担当者について、相談対応等フォローを
行った。

・新規に採用した障害者について、定期的な面談により必要とする配慮等を
把握し、継続的に必要な措置を講じるよう努めた。
・障害者である職員からの要望を踏まえ、過重な負担にならない範囲におい
て、合理的配慮を行った。

３．障害者の活躍を推進するための環境整備・人事管理 

２．障害者の活躍の基本となる職務の選定・創出

○現に勤務する障害者や今後採用する障害者の能力や希望も踏まえ、年に１
回以上、衆議院事務局内アンケート等を活用した職務の選定及び創出につい
て検討を行う。
○新規採用又は部署異動時その他定期的に面談を行い、障害者である職員と
業務の適切なマッチングができているかの点検を行い、必要に応じて検討を
行う。また、新規採用又は部署異動時においては、人事当局及び異動前の部
署との情報の引継ぎ・共有を適切に行う。

〇障害者である職員を受け入れる職場においては、障害者も自分達と共に働
く職場の一員であるという認識の下、その障害について理解し、必要に応じ
て職務について指導し、協力し、サポートする。

○基礎的環境整備として、障害者が利用しやすい環境に配慮した設備等を障
害者である職員の要望も踏まえ検討する。

○障害者である職員からの要望を踏まえ、就労支援機器の購入を検討する。

○障害者である職員からの要望を踏まえ、作業マニュアルのカスタマイズ化
やチェックリストの作成、作業手順の簡素化や見直しを検討する。

〇障害者である職員をサポートする担当者について、特にフォローするよう
留意する。

○新規に採用した障害者については定期的な面談により必要とする配慮等を
把握し、就労支援機関等（本人が就労支援機関等に登録している場合）と連
携しながら、継続的に必要な措置を講じる。
○なお、措置を講じるに当たっては、障害者である職員からの要望を踏まえ
つつも、過重な負担にならない範囲で適切に実施する。
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(2)募集・採用 

・障害特性に配慮した職務の選定を行うよう努め、配属予定先の要望も踏ま
えつつ募集を行った。
・採用面接においては、障害者からの要望に応じて必要な合理的配慮を行う
こととしている。
・ステップアップの枠組みを活用し、常勤職員への採用にかかる公募を行っ
た。

・募集・採用に当たっては、特定の条件を付することはせず、適切な実施に
努めた。

(3)働き方

・イントラネットの勤務時間制度に関するページに「障害者雇用促進に向け
た勤務時間制度等」を掲載しており、相談員を介して所属長等に同ページを
案内すること等により各種制度を周知し、活用を促進している。

(4)キャリア形成 

・ステップアップの枠組みを活用し、常勤職員への採用にかかる公募を行っ
た。（再掲）

・採用時も含め、その機会に限らず、面談において、キャリア形成につき把
握するよう努めた。

・障害者である職員が研修に参加するに当たっては、研修受講条件を鑑みた
上で、所属長を通じ各人の希望や必要な配慮を聴取し、それを踏まえつつ実
施している。

○障害特性に配慮した選考方法や職務の選定を工夫し、障害者の採用に努め
る。
○採用選考に当たり、障害者からの要望を踏まえ、必要に応じ、障害特性へ
の配慮を行う。
○定員の範囲内でステップアップの枠組みを活用し、非常勤職員として一定
期間勤務する障害者である職員を対象とした常勤職員への任用に係る公募を
行う。

○募集・採用に当たっては、以下の取扱いを行わない。
　・特定の障害を排除又は特定の障害の限定
　・自力で通勤できることといった条件の設定
　・介助者なしで業務遂行が可能といった条件の設定
　・「就労支援機関に所属・登録しており、雇用期間中支援が受けられるこ
　　と」といった条件の設定
　・特定の就労支援機関からのみの受入れ

○時間単位の年次休暇や病気休暇などの各種休暇の利用を促進する。
○本人の希望に応じ、早出遅出勤務、フレックスタイム制、休憩時間の弾力
的な設定が活用できることを所属長・相談員等に改めて周知し、活用を促進
する。
○また、テレワークが活用できる部局等においては、障害者である職員で
あって障害特性等により通勤負担等を軽減することが望ましい旨所属長が承
認した者は非常勤職員であってもテレワーク勤務が活用できることを、所属
長・相談員等に改めて周知し、活用を促進する。

○定員の範囲内でステップアップの枠組みを活用し、非常勤職員として一定
期間勤務する障害者である職員を対象とした常勤職員への任用に係る公募を
行う。（再掲）

〇中長期的なキャリア形成に関する本人の意向を、面談などにより把握する
とともに、職務への適性を考慮する。

○障害者である職員の希望等も踏まえつつ研修を実施する。
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(5)その他の人事管理 

・障害者である職員の所属課室や、障害者職業生活相談員において、必要に
応じ適宜面談を実施し、障害者である職員の状況把握・体調配慮を行った。

・通勤手当の認定に関しては、政府職員の例及び本院における認定基準等に
照らし、個々の事情を考慮して算定を行った。

・中途障害者に関し、円滑な職場復帰のために必要な職務選定、職場環境の
整備等や通院への配慮、働き方に係る制度周知など、必要な取組を行うよう
努めた。

・障害者である職員からの希望により「就労パスポート」作成の相談に応じ
た。また、就労支援機関等と様々な情報を共有し、適切な支援や配慮を講じ
るよう努めた。

・人事評価の実施に当たっては、障害特性を踏まえた配慮を行いつつ、障害
のある職員の意欲・能力の十分な発揮が促される業務付与を行い、適切にこ
れを評価することに努めた。

・障害者就労施設等から物品等の調達を行い、前年度の実績金額を上回るこ
とで、障害者の活躍の場の拡大を推進するよう努めた。

○定期的な面談の設定及び適宜の面談を実施し、必要に応じて、就労支援機
関等と連携しながら、状況把握・体調配慮を行う。

記載事項については、概ね実施しているところであるが、来年度以降も引き続き、障害者である職員の声に耳を傾けながら必要な取組を進めていく。
特に、
１．障害者の活躍の基本となる職務の選定及び創出に資するよう、衆議院事務局内で行うアンケート調査等を通じて現状を把握し、業務のより良いマッ
チングを目指す、
２．障害者の活躍を推進するための環境整備・人事管理はもとより、相談員等の面談等の機会を増やし、職場におけるサポートを一層強化する、
３．現場の声を踏まえて、個別に必要な情報の提供等、受入側へのサポート強化につなげていく、
といった点に取り組む。

○障害者である職員からの要望を踏まえ、障害特性に配慮した職場における
介助、通勤への配慮等の措置を行う。

○中途障害者（在職中に疾病・事故等により障害者となった者をいう。）に
ついて、円滑な職場復帰のために必要な職務選定、職場環境の整備等や通院
への配慮、働き方に係る制度周知等の取組を行う。

○障害者である職員が希望する場合には、「就労パスポート」の活用などの
方法を含め、就労支援機関等と障害特性等についての情報を共有し、適切な
支援や配慮を講じる。

○人事評価の実施に当たっては、障害特性を踏まえた配慮を行いつつ、障害
のある職員の意欲・能力の十分な発揮が促される業務付与を行い、適切にこ
れを評価することを基本とする。

４．その他

○国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律に
基づき、各年度において障害者就労施設等を対象とした調達を実施し、これ
までの実績に限られることなく、その内容や調達先施設等の拡大を目指すこ
とにより、障害者の活躍の場の拡大を推進する。

「目標に対する達成度」及び「取組内容の実施状況」に対する点検結果

目標に対する達成度

①採用に関する目標、②定着に関する目標は達成、③満足度、ワーク・エンゲージメントに関する目標、④キャリア形成に関する目標については未達成
であったが、今後も目標達成に向けて改善に取り組み、満足度等の向上に努める。
なお、令和６年度から８年度に向けて法定雇用率が段階的に引き上げられることが決定しているため、令和５年度以降も採用や面談の実施など、必要な
取組を進めていく。

取組内容の実施状況
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